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質
疑
終
局
の
後
、
補
充
し
て
質
疑
を
行
っ
た
事
例
一
覧
表

国
会
回
次
委

員

会

案

件

質
疑
終
局

年
月
日

補

充

質

疑

備

考

年
月
日

質

疑

者

第

一

回
司
法
委
員
会

国
家
賠
償
法
案︵
閣
法
第
五
号
︶

昭
和二二、
八、二七
昭
和二二、
九、一七
鬼
丸
義
齋
君

第

二

回
財
政
及
び
金

融
委
員
会

証
券
取
引
法
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
一

号
︶

二三、
四、
二
二三、
四、
六
木
村
禧
八
郎
君

第
十
三
回
予
算
委
員
会

昭
和
二
十
七
年
度
一
般
会
計
予
算

昭
和
二
十
七
年
度
特
別
会
計
予
算

昭
和
二
十
七
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算

二七、
三、二五
二七、
三、二六
和
田
博
雄
君

委
員
内
村
清
次
君
か

ら
提
出
さ
れ
た
﹁
委

員
長
に
お
い
て
質
疑

を
行
う
こ
と
﹂
の
動

議
を
可
決
し
、
委
員

長
和
田
博
雄
君
が
質

疑
を
行
っ
た
。

第
二
十
五
回
外
務
委
員
会

日
本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と

の
共
同
宣
言
の
批
准
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の

件︵
閣
条
第
一
号
︶

貿
易
の
発
展
及
び
最
恵
国
待
遇
の
相
互
許
与
に
関

す
る
日
本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連

邦
と
の
間
の
議
定
書
の
批
准
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件︵
閣
条
第
二
号
︶

北
西
太
平
洋
の
公
海
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る
日

本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
の

間
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

︵
閣
条
第
三
号
︶

海
上
に
お
い
て
遭
難
し
た
人
の
救
助
の
た
め
の
協

力
に
関
す
る
日
本
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共

和
国
連
邦
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
の
件︵
閣
条
第
四
号
︶

三一、一二、
四
三一、一二、
四
曾
祢

益
君
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国
会
回
次
委

員

会

案

件

質
疑
終
局

年
月
日

補

充

質

疑

備

考

年
月
日

質

疑

者

第
三
十
四
回
議
院
運
営
委

員
会

国
会
の
審
議
権
の
確
保
の
た
め
の
秩
序
保
持
に
関

す
る
法
律
案︵
第
三
十
三
回
国
会
衆
第
二
二
号
︶

三五、
三、一七
三五、
三、二一
占
部
秀
男
君

椿

繁
夫
君

第
四
十
回
地
方
行
政
委

員
会

公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
〇
八
号
︶

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一

〇
九
号
︶

三七、
五、
六
三七、
五、
六
加
瀬

完
君

第
四
十
八
回
大
蔵
委
員
会

農
地
被
買
収
者
等
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
関

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
七
七
号
︶

四〇、
五、一八
四〇、
五、二五
野
溝

勝
君

中
尾
辰
義
君

田
畑
金
光
君

質
疑
終
局
の
動
議
が

多
数
を
も
っ
て
可
決

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、

自
民
・
社
会
両
党
間

の
協
議
に
基
づ
き
、

質
疑
を
行
っ
た
。

第
六
十
一
回
運
輸
委
員
会

国
有
鉄
道
運
賃
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
〇
号
︶

日
本
国
有
鉄
道
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
案

︵
閣
法
第
一
一
号
︶

四四、
四、二四

四四、
五、
六
加
瀬

完
君

三
木
忠
雄
君

渋
谷
邦
彦
君

中
村
正
雄
君

市
川
房
枝
君

質
疑
終
局
の
動
議
が

多
数
を
も
っ
て
可
決

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、

議
長
あ
っ
せ
ん
に
よ

り
、
質
疑
を
行
っ 

た
。

四四、
五、
七
阿
部
憲
一
君

中
沢
伊
登
子
君

田
渕
哲
也
君

戸
田
菊
雄
君

鈴
木
一
弘
君

渡
辺

武
君

和
田
静
夫
君

原
田

立
君

松
澤
兼
人
君

小
平
芳
平
君

四四、
五、
八

森
中
守
義
君

田
代
富
士
男
君

上
田

哲
君

加
瀬

完
君

木
村
美
智
雄
君

瀬
谷
英
行
君

第
七
十
八
回
外
務
委
員
会

千
九
百
七
十
一
年
の
国
際
小
麦
協
定
を
構
成
す
る

小
麦
貿
易
規
約
及
び
食
糧
援
助
規
約
の
有
効
期
間

の
第
三
次
延
長
に
関
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
の
件︵
閣
条
第
一
号
︶

五一、一〇、一九
五一、一〇、二六
羽
生
三
七
君

第
八
十
回
内
閣
委
員
会

沖
縄
県
の
区
域
内
の
駐
留
軍
用
地
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
案︵
閣
法
第
四
号
︶

五二、
五、一七
五二、
五、一八
峯
山
昭
範
君

内
藤

功
君

︵
委
員
外
議
員
︶

喜
屋
武
眞
榮
君

質
疑
終
局
の
動
議
が

委
員
長
決
裁
に
よ
り

可
決
さ
れ
た
が
、
そ

の
後
、
議
長
あ
っ
せ

ん
に
よ
り
、
質
疑
を

行
っ
た
。

第
八
十
四
回
商
工
委
員
会

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る

大
陸
棚だ
な

の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実

施
に
伴
う
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開

発
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案︵
第
八
十
回
国
会
閣

法
第
三
〇
号
︶

五三、
六、
八
五三、
六、一三

矢
田
部

理
君

馬
場

富
君

市
川
正
一
君

井
上

計
君

柿
沢
弘
治
君

︵
内
閣
総
理
大
臣

に
対
す
る
質
疑
︶

小
柳

勇
君

峯
山
昭
範
君

市
川
正
一
君

井
上

計
君

柿
沢
弘
治
君

質
疑
終
局
の
動
議
が

多
数
を
も
っ
て
可
決

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、

議
長
あ
っ
せ
ん
に
よ

り
、
質
疑
を
行
っ
た
。
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三
五
六



国
会
回
次
委

員

会

案

件

質
疑
終
局

年
月
日

補

充

質

疑

備

考

年
月
日

質

疑

者

第
三
十
四
回
議
院
運
営
委

員
会

国
会
の
審
議
権
の
確
保
の
た
め
の
秩
序
保
持
に
関

す
る
法
律
案︵
第
三
十
三
回
国
会
衆
第
二
二
号
︶

三五、
三、一七
三五、
三、二一
占
部
秀
男
君

椿

繁
夫
君

第
四
十
回
地
方
行
政
委

員
会

公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
〇
八
号
︶

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一

〇
九
号
︶

三七、
五、
六
三七、
五、
六
加
瀬

完
君

第
四
十
八
回
大
蔵
委
員
会

農
地
被
買
収
者
等
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
関

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
七
七
号
︶

四〇、
五、一八
四〇、
五、二五
野
溝

勝
君

中
尾
辰
義
君

田
畑
金
光
君

質
疑
終
局
の
動
議
が

多
数
を
も
っ
て
可
決

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、

自
民
・
社
会
両
党
間

の
協
議
に
基
づ
き
、

質
疑
を
行
っ
た
。

第
六
十
一
回
運
輸
委
員
会

国
有
鉄
道
運
賃
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
〇
号
︶

日
本
国
有
鉄
道
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
案

︵
閣
法
第
一
一
号
︶

四四、
四、二四

四四、
五、
六
加
瀬

完
君

三
木
忠
雄
君

渋
谷
邦
彦
君

中
村
正
雄
君

市
川
房
枝
君

質
疑
終
局
の
動
議
が

多
数
を
も
っ
て
可
決

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、

議
長
あ
っ
せ
ん
に
よ

り
、
質
疑
を
行
っ 

た
。

四四、
五、
七
阿
部
憲
一
君

中
沢
伊
登
子
君

田
渕
哲
也
君

戸
田
菊
雄
君

鈴
木
一
弘
君

渡
辺

武
君

和
田
静
夫
君

原
田

立
君

松
澤
兼
人
君

小
平
芳
平
君

四四、
五、
八

森
中
守
義
君

田
代
富
士
男
君

上
田

哲
君

加
瀬

完
君

木
村
美
智
雄
君

瀬
谷
英
行
君

第
七
十
八
回
外
務
委
員
会

千
九
百
七
十
一
年
の
国
際
小
麦
協
定
を
構
成
す
る

小
麦
貿
易
規
約
及
び
食
糧
援
助
規
約
の
有
効
期
間

の
第
三
次
延
長
に
関
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
の
件︵
閣
条
第
一
号
︶

五一、一〇、一九
五一、一〇、二六
羽
生
三
七
君

第
八
十
回
内
閣
委
員
会

沖
縄
県
の
区
域
内
の
駐
留
軍
用
地
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
案︵
閣
法
第
四
号
︶

五二、
五、一七
五二、
五、一八
峯
山
昭
範
君

内
藤

功
君

︵
委
員
外
議
員
︶

喜
屋
武
眞
榮
君

質
疑
終
局
の
動
議
が

委
員
長
決
裁
に
よ
り

可
決
さ
れ
た
が
、
そ

の
後
、
議
長
あ
っ
せ

ん
に
よ
り
、
質
疑
を

行
っ
た
。

第
八
十
四
回
商
工
委
員
会

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る

大
陸
棚だ
な

の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実

施
に
伴
う
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開

発
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案︵
第
八
十
回
国
会
閣

法
第
三
〇
号
︶

五三、
六、
八
五三、
六、一三

矢
田
部

理
君

馬
場

富
君

市
川
正
一
君

井
上

計
君

柿
沢
弘
治
君

︵
内
閣
総
理
大
臣

に
対
す
る
質
疑
︶

小
柳

勇
君

峯
山
昭
範
君

市
川
正
一
君

井
上

計
君

柿
沢
弘
治
君

質
疑
終
局
の
動
議
が

多
数
を
も
っ
て
可
決

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、

議
長
あ
っ
せ
ん
に
よ

り
、
質
疑
を
行
っ
た
。
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三
五
七

一
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し
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を
行
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一
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